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　●農薬ラベルに書いてある適用作物名、使用時期、

　　 使用量、適正濃度を守ってください。

　●効果・薬害等の注意も必要です。

農作物への安全には…

　●農薬の使用濃度、使用時期、使用回数などを守ってください。

食べ物への安全を守るためには…

2

目次へ戻る



3

目次へ戻る



4

目次へ戻る

http://www.i-nouryoku.com/agora/kisyaku/


●体調がすぐれない時は農薬散布を避ける

●ラベルの確認（使用上の注意事項等）

●農薬に見合った保護衣・保護具の着用

  　（作業衣、帽子、マスク、手袋、眼鏡等） 

●防除器具等の整備・点検

●散布薬液の調製時の注意

　（調製時から保護衣・保護具を着用）

5

目次へ戻る



●接触、吸入の回避（保護具の着用）

●できるだけ農薬を浴びない工夫

　 （後退散布、風向、農薬の剤型／散布器具を選ぶ）

●散布は、暑い日中を避け、涼しい朝夕に

　 （散布者と植物への配慮）

●一度で使い切るように調製
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●うがい、石鹸で手洗い、洗顔などの励行

●散布器具、防除衣の洗浄

●農薬空容器の適切な処分  

　（野外での焼却やポイ捨て厳禁）

※万一身体に異常を感じた場合は医師の診断を受ける
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●缶・ビン等空容器は、３回洗浄の励行

　　（容器内に残った農薬の99%以上が3回の水洗で除去できます。

　　 洗浄液はタンクに戻して散布してください）

●川などに流さないこと

●紙袋等は、軽くたたいて内面への付着物等残分がないことを確認

　　してください

農薬を使い残すと処分に困ります。

適正な容量の製品を購入しましょう！

●使用済み農薬の空容器は、他の用途には絶対使わないこと

●空容器の野外での焼却やポイ捨ては厳禁
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毒劇物の取扱いは特に注意！

●保管庫の扉などに毒劇物の表示

●盗難防止

　（施錠。盗難又は紛失時は警察に連絡）

●食品と区別して保管

●鍵のかかる場所に保管

●小児の手の届かない冷暗所に保管

●ペットボトル、缶、びんなど飲食品の容器へ移し替えない

　（誤飲防止）

●在庫台帳に入出庫を記録
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●防除の基本方針・実施基準の設定

●周辺関係者への事前周知

●農薬の飛散による事故、苦情の防止

●記録の作成と保管

●相談窓口の設置

（1）最小限の区域

（2）ラベルの使用方法を遵守

（3）風の強さ、散布時間帯、ノズル

　 　の向き等に注意

（4）周辺への事前周知

（5）使用農薬の記帳

（6）混用の場合、混用事例の確認、

　　注意事項の厳守

●病害虫の発生・被害に関わらず定期的に農薬を散布しない。

●被害が発生した部分の剪定や捕殺等に最大限努める。

●発生しやすい病害虫と樹木の把握をし、病害虫発生状況の確認

　　方法・手順をつくる。

●防除の優先順位を付け、被害の多い病害虫・人に加害する虫を　

　　優先する。

●農薬を使用する際の実施基準（病害虫の発生状況など）をつくる。
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●風の強い時に散布しない

●飛散低減ノズルの使用

●避けられない物件の被覆（自動車・墓石など）

●飛散の心配がない農薬（粒剤など）への切り替え

●農薬散布の事前告知などのコミュニケーション活動（隣家など）

●散布作業中や散布当日は人やペットを立入禁止に

　 （公園などではロープなどを設置）
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●日頃の農薬使用実績等をしっかりと管理できます。

　　・散布日時　・場所　・農薬名　・散布量　・希釈倍数

　　・作物名　・使用器具　・天候（風雨など）　etc.

●散布後、いつから収穫できるのか確認できます。

●いつどのような病害虫が発生し、どの農薬を散布したのかを把握

　　でき、適切な防除に役立ちます。

●失敗したことも記載しておくと、翌年の参考になります。
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農薬に該当しない除草剤

（農薬登録番号がないもの）

ハエ、カ、ゴキブリ等の衛生害虫用

アリ、ハチ、ムカデ、ダンゴムシ等の

不快害虫用薬剤

動物用医薬品

除草用薬剤

衛生害虫用殺虫剤

不快害虫用殺虫剤

畜舎消毒用薬剤

動物薬

木酢液、竹酢液、植物活力剤など

（病害虫に有効との宣伝は禁止）

次亜塩素酸塩など

植物活力剤

資材の消毒剤

内容区分
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